
御宿町教育プログラム及び海外留学助成金交付要綱 

平成２７年３月２６日 

教育委員会要綱第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、御宿町の次代を担う子供の育成を図るため教育プログラムの実施及

び海外留学に対する経費について、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、御宿町

補助金等交付規則（平成６年規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（助成金の交付対象及び対象経費） 

第２条 助成金の交付対象及び対象経費は、次のとおりとする。 

 対象 実施内容 対象経費 

教育プログラム 町内の小学生及び中学生を

対象とした教育プログラム

を実施する団体 

各種教育プログラ

ム 

  

  

  

 

講師派遣に係る

経費 

（ 報 酬 、 旅 費

等） 

  

資料作成等に係

る経費 

（消耗品費、印

刷製本費等） 

  

その他町長が必

要と認めるもの 

町内の小学生及び中学生を

対象とした国際交流事業を

実施する団体 

国際交流事業 

海外留学 町内に住所を有する中学

生、高校生、大学生で海外

留学出発時に中学校、中学

教育学校（前期課程）、又

は特別支援学校（中等部）

高等学校、中等教育学校

（後期課程）、特別支援学

校（高等部）、高等専門学

校、又は専修学校（高等課

程）、大学、専修学校（専

門課程）に在籍している生

徒又はその保護者で町内に

語学研修や国際交

流のために、諸外

国の中学校、高等

学校、大学等、又

は語学研修所等に

おける学習や国際

交流会等への参加 

７日以上の海外

留学に係る渡航

費、宿泊費 

  

国際交流会等へ

の参加に係る渡

航費、宿泊費、

参加費 

  

その他町長が必

要と認めるもの 



住所を有する者 

（助成額等） 

第３条 助成金の金額は、前条の対象経費の３分の１以内とし、100,000円を上限とする。   

ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。 

２ 助成金の交付回数限度は、当該年度において１回とする。 

（交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、教育プログラ

ム及び海外留学を実施する15日前までに、御宿町教育プログラム・海外留学助成金交付

申請書（別記第１号様式の１又は第１号様式の２）に次に掲げる書類を添付して、町長

に提出するものとする。 

 添付書類 

教育プログラム 

（別記第１号様式

の１） 

(１)実施計画書 

(２)収支予算書 

(３)第２条に規定する費用を証明する書類の写し 

海外留学 

（別記第１号様式

の２） 

(１)海外留学が決定若しくは内定していること又は応募済みである

ことを証明する書類の写し 

(２)海外留学の内容、日程を証明する書類の写し 

(３)海外留学へ参加する生徒の在学証明書 

(４)第２条に規定する費用を証明する書類の写し 

（交付決定） 

第５条 町長は、前条の申請があったときは、御宿町教育プログラム及び海外留学助成審

査委員会の意見を聴いて助成の可否を決定し、助成金の交付を決定したときは御宿町教

育プログラム・海外留学助成金交付決定通知書（別記第２号様式）により、助成金の交

付をしないことを決定したときは御宿町教育プログラム・海外留学助成金不承認決定通

知書（別記第３号様式）により申請者へ通知するものとする。 

（変更等の承認申請書） 

第６条 助成金交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、教育プログラ

ムや海外留学の内容等に重要な変更を加えようとするときは、御宿町教育プログラム・

海外留学助成金変更（中止）承認申請書（別記第４号様式）を町長に提出し、承認を受

けなければならない。 

（審査委員会） 

第７条 第５条に規定する御宿町教育プログラム及び海外留学助成審査委員会委員は、副

町長、教育長、総務課長、企画財政課長、教育課長とし、町長が委嘱し町長の諮問に応

じ教育プログラム及び海外留学助成金の可否を審査して、意見を町長に具申する。 

２ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、教育長をもって、また副委員長は総務課長をもって充てる。 



４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（結果報告） 

第８条 助成金の交付決定者は、事業及び海外留学終了後、速やかに御宿町教育プログラ

ム・海外留学助成金実施報告書（別記第５号様式）に次に掲げる書類を添付して、町長

に提出するものとする。 

 添付書類 

教育プログラム (１)実施報告書 

(２)収支決算書 

(３)第２条に規定する費用を証明する書類の写し 

海外留学 (１)語学学習や国際交流会等への参加を証明する書類 

(２)第２条に規定する費用を証明する書類の写し 

（助成金の額の確定） 

第９条 町長は、前条の規定による結果報告を受けた場合において、その内容を審査し、

適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、御宿町教育プログラム・海外留

学助成金交付確定通知書（別記第６号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第10条 前条の規定により確定した助成金の交付を受けようとするときは、御宿町教育プ

ログラム・海外留学助成金交付請求書（別記第７号様式）を町長に提出しなければなら

ない。 

（交付の特例） 

第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、助成金を概算払により交付するこがで

きる。 

２ 前項の規定により概算払による助成金の交付を受けようとするときは、御宿町教育プ

ログラム・海外留学助成金概算払交付請求書（別記第８号様式）を町長に提出しなけれ

ばならない。 

（助成金の取消） 

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、不当に助成金の交付を受けようと

したことが判明したときは、交付決定を取り消すことができる。 

（助成金の返還） 

第13条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されて

いるときは申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（庶務） 

第14条 助成金交付の庶務は、教育委員会において処理する。 

（委任） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 



この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 
  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


